
＜ 2＞＜ 3＞ 平成25年（2013年）1月1日平成25年（2013年）1月1日

平
成
２４
年
分
の
確
定
申
告
期

間
は
、
２
月
１８
日
㈪
～
３
月
１５

日
㈮
で
す
。
今
年
は
、
申
告
会

場
が
鹿
六
会
場
か
ら
宇
治
税
務

署
に
変
わ
り
ま
す
。

準
備
を
早
め
に
行
い
、
忘
れ

ず
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

▼
所
得
税
の
確
定
申
告
に
関

す
る
こ
と
＝
宇
治
税
務
署
（
☎

４４
・
４
１
４
１
）

▼
市
・
府
民
税
の
申
告
に
関

す
る
こ
と
＝
税
務
課
（
☎
６４
・

１
３
１
７
）

平
成
２５
年
度
の
臨
時
的
任
用
職
員

（
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
・
臨
時
職
員
）

の
登
録
者
を
募
集
し
ま
す
。

職
種
・
応
募
要
件
＝
左
表
の
と
お
り

申
込
方
法
＝
各
問
合
せ
先
か
市
・
教

育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
込

書
を
書
い
て
、
写
真
（
申
込
前
６
カ
月

以
内
撮
影
、
正
面
・
脱
帽
・
上
半
身
、

縦
４
㎝
×
横
３
㎝
）
を
貼
り
、
必
要
な

免
許
証
な
ど
の
写
し
（
平
成
２５
年
３
月

末
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
人
は
、
取
得

見
込
み
証
明
書
）
を
添
え
、
持
参
し
て

く
だ
さ
い

手
続
き
の
と
き
に
面
談
が
あ
り
ま
す

の
で
、
郵
送
・
代
理
人
に
よ
る
提
出
は

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
提
出
書
類
は
返

却
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
期
間
＝
１
月
１５
日
㈫
～
２５
日
㈮

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分
（
正

午
～
午
後
１
時
、
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

採
用
方
法
＝
臨
時
的
任
用
職
員
登
録

者
名
簿
（
有
効
期
限
は
平
成
２６
年
３
月

３１
日
）
に
登
載
し
ま
す
。
採
用
は
、
職

員
に
欠
員
が
あ
っ
た
と
き
に
、
申
込
書

や
面
談
結
果
な
ど
で
名
簿
登
載
者
の
中

か
ら
選
び
ま
す

申
込
・
問
合
せ
先
＝
▼
市
が
募
集
す

る
職
種
…
職
員
課
（
☎
６４
・
１
３
２
４
）

▼
教
育
委
員
会
が
募
集
す
る
職
種
…
教

育
総
務
室
（
☎
６４
・
１
３
９
１
）

市・教育委員会は、平成 25年度に採用する職員の追加募集および、非常勤嘱託職員の
採用を行います。京田辺を誰もが住んでみたいと思えるまちにするため、高い志と熱意あ
ふれる人を求めます。

市は、1 月下旬に「平
成２４年分申告用国民健康
保険税納付済確認書」「後
期高齢者医療保険料平成
２４年納付証明書」「介護保
険料平成２４年納付証明書」
を郵送します。
平成２４年中に納付した
国民健康保険・後期高齢者
医療保険・介護保険の保険
税（料）は、同年分の年末
調整・確定申告・個人住民
税申告のときに、費用を負

担した人の社会保険料控除
として申告できます。
ただし、特別徴収（年金
天引き）で納付した場合、
社会保険料控除として申告
できるのは年金受給者本人
に限られます。
問合せ先＝▼国民健康保
険・後期高齢者医療に関す
ること…国保医療課（☎
64-1332、☎ 64-1374）▼
介護保険に関すること…高
齢介護課（☎ 64-1373）

市は、国民健康保険（国保）・後期高齢者医療の保険
税（料）を特別徴収（年金天引き）しています。
2月に国保税・後期高齢者医療保険料を特別徴収で納
付する人は、4・6・8月も 2月と同額を特別徴収します。
ただし、6・8 月は調整月のため、2月と徴収額が変わ
る場合があります。また、世帯主が 4月から平成 26 年
3 月末までに 75 歳になる場合、国保税は特別徴収され
ません。
なお、次の要件を満たす人は、4月以降、新たに後期
高齢者医療保険料が特別徴収となる場合があります。
▼後期高齢者医療の被保険者
▼年額 18 万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療
保険料と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年
金額の 2分の 1を超えない
◆口座振替で納付できます◆
特別徴収を希望しない人は、次のとおり口座振替の手
続きをしてください。一度手続きすると、翌年度以降も
引き続き口座振替となります。
手続方法＝①市内の指定金融機関に通帳・通帳に登録
した印鑑・保険証を持参し、口座振替依頼書を提出②国
保医療課に口座振替依頼書の控え・保険証を持参
1月 29 日㈫までに申請すると、４月分から口座振替
となります。
市内の指定金融機関＝京都銀行・南都銀行・京都信用
金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・
ゆうちょ銀行（郵便局）
申請・問合せ先＝国保医療課（☎ 64-1332、☎ 64-
1374）

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障
だ
け
で
な

く
、
病
気
・
け
が
で
重
い
障
が
い
が
残
っ
た
と
き

に
も
年
金
を
支
給
し
、
人
生
の
万
が
一
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
制
度
で
す
。
２０
歳
に
な
っ
た
ら
、
国
民
年

金
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
保
険
料
】

平
成
２４
年
度
に
第
１
号
被
保
険
者
が
支
払
う

保
険
料
額
は
、
月
額
１
万
４
千
９
８
０
円
で
す

【
加
入
手
続
き
先
】

▼
学
生
・
自
営
業
者
な
ど
（
第
１
号
被
保
険
者
）

＝
市
役
所

▼
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
公
務
員
（
第
２
号
被
保
険

者
）
や
扶
養
す
る
配
偶
者
（
第
３
号
被
保
険
者
）

＝
勤
務
先
の
事
業
所
。
事
業
所
な
ど
へ
の
個
別
の

手
続
き
は
不
要
で
す

【
問
合
せ
先
】

▼
市
民
年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
３
）
▼
京
都
南

年
金
事
務
所
（
☎
０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）

申込方法・問合せ先

募集職種・試験の日程など

試験案内はインターネットからダウンロードできます。
京田辺市　職員募集 検索 京田辺市職員募集ホームページアドレス

http://www.kyotanabe.jp/category/2-10-0-0-0.html

市役所で活躍したい！熱意あふれる人を募集！！

試験案内を確認し、申込書を書いて、写真（申込前 6カ月以内撮影、正面・脱帽・上半身、縦 4㎝×横 3㎝）を貼り、
必要な免許証などの写しを添えて、本人が持参してください。
職種によって申込・問合せ先が違います。郵送・代理人による提出は受け付けません。
申込・問合せ先＝▼職員課（☎ 64-1324）▼教育総務室（☎ 64-1391）
平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（正午～午後 1時を除く）

期
間
＝
２
月
１８
日
㈮
～
３
月
１５
日
㈮

な
お
、
還
付
申
告
は
２
月
１
日
㈮
か
ら
受
け

付
け
ま
す
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）。

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時

混
雑
の
状
況
に
よ
り
早
め
に
受
け
付
け
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
所
＝
宇
治
税
務
署
１
階
（
宇
治
市
大
久
保

町
井
ノ
尻
６０
・
３
）

◆
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
人
◆

①
給
与
所
得
が
あ
る
人

▼
年
間
収
入
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る

▼
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
収
入
が
あ
る

▼
給
与
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
合
計
額
が

２０
万
円
を
超
え
る

②
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
の
み
で
、
所
得

金
額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

な
お
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
額
の
合
計
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
な
ど
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
は
確
定
申
告
は
不
要
で
す

※
不
要
と
な
る
場
合
で
も
、
市
・
府
民
税
の

申
告
と
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確

定
申
告
は
必
要
で
す
。

③
①
・
②
以
外
で
各
種
の
所
得
合
計
額
が
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人
な
ど

◆
申
告
で
所
得
税
が
還
付
◆

所
得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
た
人
で
、
平

成
２４
年
中
に
退
職
し
年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ

た
場
合
や
、
高
額
の
医
療
費
・
寄
附
金
を
支
払

っ
た
場
合
は
確
定
申
告
で
所
得
税
が
返
っ
て
く

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
告
に
必
要
な
も
の
◆

印
鑑
、
生
命
保
険
・
地
震
保
険
・
国
民
年
金

保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書
、
各
種
証
明
書

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
は
、
本
人
名
義

の
振
り
込
み
先
が
分
か
る
も
の
が
必
要
で
す
。

年
金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
は
、
宇
治
税
務

署
が
開
く
出
張
申
告
会
場
の
利
用
が
便
利
で
す
。

日
に
ち
＝
２
月
７
日
㈭
・
８
日
㈮

時
間
＝
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時
（
正
午

～
午
後
１
時
を
除
く
）

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

市
・
府
民
税
の
申
告
と
簡
易
な
所
得
税
の
確

定
申
告
は
、
市
役
所
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

受
け
付
け
る
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
給

与
所
得
・
雑
所
得
（
公
的
年
金
な
ど
）・
青
色

申
告
以
外
の
農
業
所
得
な
ど
の
簡
易
な
申
告
に

限
り
ま
す
。

期
間
＝
２
月
１８
日
㈪
～
３
月
１５
日
㈮
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

学
生
や
収
入
が

少
な
く
保
険
料
を

納
付
で
き
な
い
人

は
、
納
付
の
猶
予
・

免
除
の
制
度
が
あ
り
ま

す
。
未
納
期
間
が
続
く
と
、

老
齢
年
金
・
障
害
年
金
が
受
給
で
き
な
か
っ
た

り
、
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

猶
予
・
免
除
制
度
＝
▼
学
生
…
学
生
納
付
特

例
制
度

▼
自
営
業
者
な
ど
…
保
険
料
免
除
制
度
・
若

年
者
納
付
猶
予
制
度


